
奈
良
県
告
示
第
三
号 

 

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準
に
関
す
る

第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定

指
定
し
た
土
地
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更

 

 

関
係
書
類

奈
良
県
県
土
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
部
ま
ち
づ
く
り
推
進
局
建
築
安
全
課
及
び
当
該

市
町
村
の
区
域
を
所
管
す
る
土
木
事
務
所
並
び
に
当
該
市
町
村
の
関
係
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供

 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
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奈
良
県
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市
町
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土
地
の
区
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天
理
市 

 
 

 
 

柳
本
町
の
一
部

都
市
計
画
法
に
基
づ
く
開
発
許
可
の
基
準 

 

に
関
す
る

二
月
奈
良
県
規
則
第
二
十 

 
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を 

 

除
く

 

  
 

城
市 

 
 

 
 

笛
堂
及
び
北
花
内
の
各
一
部

規
則
第
三
条
第
一
号
に
掲
げ 

る
も
の
を
除
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